
北海道宗谷海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

宗海共第
１号

稚内漁業協同組合 天塩郡豊富町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２６１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２４２ 度 ５０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業
ほっきがい漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊富町 　なし

宗海共第
２号

稚内漁業協同組合 稚内市地先 第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
もずく漁業
あわび漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

　なし

宗海共第
３号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）から１５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの
点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 声問～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１４（国土地理院三角点 声問～）から８６度１５分 ４００．００メート
ルの点
基点第4号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １度１０分２２．４３秒 １，１５３．４６１メートルの点
点2 点１から ４０ 度 ００分 ５３０メートルの点
点3 基点第２号から ２６３ 度 ３０分 １，６５０メートルの点
点4 基点第２号から ３２２ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点5 基点第２号から ０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点6 基点第３号から １２ 度 ３０分 １，５８０メートルの点
点7 基点第４号から ３３３ 度 ３０分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
もずく漁業
あわび漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

　なし

宗海共第
４号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及び基点第７号の
各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北緯  ４５度２７分４５．２６秒 東経 １４１度５２分３１．３５秒
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.１８（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第7号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ３３３ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２５８ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点3 基点第２号から ３００ 度 ００分 ２，０００メートルの点
点4 基点第２号から ３００ 度 ００分 ２，６００メートルの点
点5 基点第３号から ３０７ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点6 基点第３号から ３５７ 度 ００分 ３，３００メートルの点
点7 基点第４号から ０ 度 ００分 ２，０５０メートルの点
点8 基点第４号から ０ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点9 基点第４号から ７８ 度 ００分 ２，４７０メートルの点
点10 基点第５号から ３４３ 度 ００分 ２，１００メートルの点
点11 基点第６号から ４１ 度 ００分 １，５００メートルの点
点12 基点第７号から ５０ 度 ００分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
もずく漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬 　なし

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０及び基点第９号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 夕来
基点第3号 国土地理院三角点 目目内
基点第4号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第8号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第9号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
点1 基点第１号から ２４２ 度 ５０分 ２，０００メートルの点
点2 基点第１号から ３１８ 度 ５０分 ４，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２９６ 度 ３０分 ２，１００メートルの点
点4 基点第３号から ２７０ 度 ００分 ２，２４０メートルの点
点5 基点第３号から ２７０ 度 ００分 １，７４０メートルの点
点6 基点第４号から ２９９ 度 ００分 １，７５０メートルの点
点7 基点第４号から ５ 度 ００分 １，８６０メートルの点
点8 基点第５号から ２７０ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点9 基点第６号から ２４１ 度 ００分 １，６５０メートルの点
点10 基点第７号から ２７０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点11 基点第８号から ２８６ 度 １５分 １，５５０メートルの点
点12 基点第８号から ３２６ 度 ４５分 １，７５０メートルの点
点13 基点第８号から ３３ 度 １５分 １，７５０メートルの点
点14 基点第９号から ２４ 度 ００分 １，０２０メートルの点
点15 点16から １２２度 ００分 ２００メートルの点
点16 点17から ３６度 ００分 １６０メートルの点
点17 点18から １４１度 ００分 １４０メートルの点
点18 点19から ５２度 ００分 ２２０メートルの点
点19 点20から ３２１度 ００分 ２００メートルの点
点20 基点第９号から ６７度 ４０分 ３５メートルの点

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
５号

猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 恵山辺
基点第3号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ５０度 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ８ 度 ３０分 ２，２５０メートルの点
点3 基点第３号から ４７ 度 ３０分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

猿払村 　なし

宗海共第
６号

頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院多角点 No.１５，１７８
基点第3号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ４７ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３７ 度 ００分 １，６００メートルの点
点3 基点第３号から ４５ 度 ００分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜頓別町 　なし

宗海共第
７号

枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第６号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域から、基点第７号、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１ ２、点１３、点１４、点１５、点１６
及び基点第８号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１６
基点第3号 Ｘ＝  １０２２０１．０８３ Ｙ＝  ２６４２８．８８６ （１２系座標値）
基点第4号 国土地理院三角点 幌別
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ２７
基点第6号 枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 北緯  ４４度５６分１０．１１秒 東経 １４２度３５分１８．８３秒から １９８度５５分 １，１２２メートルの
点
基点第8号 点16から３０２度２０分 ５３５メートルの点
点1 基点第１号から ４５ 度 ００分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ８０ 度 ００分 １，６００メートルの点
点3 基点第３号から ７８ 度 ００分 ２，０６０メートルの点
点4 基点第４号から ５２ 度 ３０分 １，７００メートルの点
点5 基点第５号から ２０ 度 ３０分 １，６３０メートルの点
点6 基点第６号から ４３ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点7 基点第７号から １８０ 度 ００分 １０メートルの点
点8 点７から ８２ 度 ３０分 ５２８メートルの点
点9 点８から ４３ 度 ３０分 ５５０メートルの点
点10 点９から ６５ 度 ００分 ２２０メートルの点
点11 点10から ３２８ 度 １０分 ３５０メートルの点
点12 点11から ２４２ 度 ００分 ４４メートルの点
点13 点12から ３１０ 度 ４０分 ３１０メートルの点
点14 点13から ３５５ 度 ２０分 ２２０メートルの点
点15 点14から ３０４ 度 ００分 １１０メートルの点
点16 点15から ３０ 度 ３０分 １３２メートルの点

第一種共同漁業

あかば漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
ふのり漁業
もずく漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

枝幸町 　なし

宗海共第
８号

利尻漁業協同組合 利尻郡利尻町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 仙法志～）から２０４度００分 １８４メートル
の点
基点第3号 北海道三角点 補６
基点第4号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １５７ 度 １５分 １，５００メートルの点
点2 基点第１号から ２０１ 度 ００分 ２，１００メートルの点
点3 基点第２号から ２１７ 度 ００分 １，６００メートルの点
点4 基点第３号から ２２１ 度 ００分 １，７００メートルの点
点5 基点第４号から ２１３ 度 ３０分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

あかば漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻町仙法志 　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
９号

利尻漁業協同組合 利尻郡利尻町地先 第一種共同漁業

あかば漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻町沓形 　なし

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第７号、点６、点７、点８、点９、点１０及び基点第８号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、点１１、点１ ２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１
８、点１９、点２０、点２１、点２２及び点１１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点２３、点２４、点
２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０及び点２３の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点
３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０及び点３１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 沓形
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.１６（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１～）
基点第5号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 沓形港西外防波堤灯台
（北緯  ４５度１１分２４．２３秒 東経 １４１度０８分０２．８０秒）
基点第7号 基点第６号から ２７２度５４分１２秒 １８．７６メートルの点
基点第8号 点10から １８１度０８分３０秒 ２５７．５０メートルの点
点1 基点第１号から ２１３度３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２２４度００分 ２，１５０メートルの点
点3 基点第３号から ２７０度００分 １，８２０メートルの点
点4 基点第４号から ２７６度００分 １，６００メートルの点
点5 基点第５号から ３２２度３０分 １，５００メートルの点
点6 基点第７号から ３１４度５６分 ２５６メートルの点
点7 点６から ３０１度０９分１２秒 ７１．００メートルの点
点8 点７から ２１１度０９分１２秒 １９５．２７メートルの点
点9 点８から １２１度０９分１２秒 ６．００メートルの点
点10 点９から ２０９度４７分４１秒 ９３．８０メートルの点
点11 基点第６号から ３３５度５４分３４秒 ５０４．９３メートルの点
点12 点11から １０４度５０分４５秒 ９１．０８メートルの点
点13 点12から ２００度３３分２２秒 ８．５４メートルの点
点14 点13から １０９度１７分２４秒 ２１１．９０メートルの点
点15 点14から １４度０２分１０秒 ８．２５メートルの点
点16 点15から １０８度４２分４３秒 ６４．０８メートルの点
点17 点16から １９７度２７分５９秒 ５６．８０メートルの点
点18 点17から ２８１度０７分４６秒 ６０．７８メートルの点
点19 点18から １５度５６分４３秒 ７．２８メートルの点
点20 点19から ２８１度２４分５７秒 ２１２．２０メートルの点
点21 点20から １９４度０２分１０秒 ８．２５メートルの点
点22 点21から ２８５度２５分４９秒 ９０．７５メートルの点
点23 基点第６号から ３２９度０４分０７秒 ４４３．１２メートルの点
点24 点23から ２８１度２３分４７秒 ６５．２３メートルの点
点25 点24から １９４度５９分５７秒 ８．４０メートルの点
点26 点25から ２８３度３９分０３秒 ９０．３３メートルの点
点27 点26から １５度００分００秒 １０２．２５メートルの点
点28 点27から １０６度２０分５８秒 ９０．３３メートルの点
点29 点28から １９４度５９分５７秒 ８．４０メートルの点
点30 点29から １０８度３６分１２秒 ６５．２３メートルの点
点31 基点第６号から ２４３度４０分３１秒 ５６６．５３メートルの点
点32 点31から ３５７度４７分５１秒 ５５．２４メートルの点
点33 点32から ２７３度０８分００秒 ３．００メートルの点
点34 点33から ３５８度０１分１３秒 ６０．２４メートルの点
点35 点34から ３５８度０１分１４秒 １６１．９５メートルの点
点36 点35から ９３度０８分４７秒 ８３．７０メートルの点
点37 点36から １８８度１６分１７秒 １６１．９５メートルの点
点38 点37から １８８度１６分１９秒 ６０．２４メートルの点
点39 点38から ２７３度０８分００秒 ３．００メートルの点
点40 点39から １８８度２９分４５秒 ５５．２４メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
10号

利尻漁業協同組合
利尻郡利尻富士町地
先

第一種共同漁業

あかば漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻富士町鴛泊 　なし

宗海共第
11号

利尻漁業協同組合
利尻郡利尻富士町地
先

第一種共同漁業

あかば漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻富士町鬼脇 　なし

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から、基点第７号、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域、並びに点２２、点２３、点２ ４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０及び点２２
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.９ （国土地理院三角点 於頓泊～）から３２９度２９分 １１１．６０メー
トルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道三角点 Ｉ１２～）から３４８度２６分 １０７．００メートルの点
基点第4号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 鴛泊港東防波堤灯台中心点跡（北緯  ４５度１４分３４．３２秒 東経 １４１度１３分５ １．５４秒）
基点第6号 点21から２６１度３４分５５秒 ２６４．２５メートルの点
基点第7号 基点第５号から７度４５分 ８０メートルの点
点1 基点第１号から ３２２度３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３３６度００分 １，５００メートルの点
点3 基点第２号から ２９度００分 １，６００メートルの点
点4 基点第３号から ４３度３０分 １，７００メートルの点
点5 基点第４号から ６５度３０分 １，５００メートルの点
点6 基点第７号から ６１度５１分 １２２．６７メートルの点
点7 点６から １４０度００分 ２３４メートルの点
点8 点７から ９０度００分 １２０メートルの点
点9 点８から １８０度００分 ８１メートルの点
点10 点９から ２４８度２４分１５秒 １７３．５２メートルの点
点11 点10から ２１１度０３分５３秒 ２６３．７９メートルの点
点12 点11から ２６１度０９分５２秒 １７．６３メートルの点
点13 点12から ２１８度０４分５５秒 ２９．２９メートルの点
点14 点13から ２１２度１６分１１秒 １１メートルの点
点15 点14から １２２度１６分３２秒 ２メートルの点
点16 点15から ２１２度１６分２０秒 ３６メートルの点
点17 点16から ２９５度２２分４５秒 ２５メートルの点
点18 点17から ３０２度１６分２１秒 １３．９８メートルの点
点19 点18から ３２度１６分１５秒 ３９メートルの点
点20 点19から １２０度１６分０９秒 ３．５０メートルの点
点21 点20から ３２度１６分０７秒 ８．５１メートルの点
点22 基点第５号から ８３度４０分０９秒 ２６５．９９メートルの点
点23 点22から ６９度５１分３０秒 １６３メートルの点
点24 点23から ６９度５１分３０秒 ４２．８１メートルの点
点25 点24から １１４度４０分４５秒 ２３．６７メートルの点
点26 点25から １５９度５１分３０秒 ５３．３１メートルの点
点27 点26から ２０４度１０分５１秒 ２２．７１メートルの点
点28 点27から ２４９度５１分２９秒 ５５．１８メートルの点
点29 点28から ３３６度３３分２２秒 １７．３６メートルの点
点30 点29から ２５０度１２分３５秒 １５０．５５メートルの点

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第６号、点６、点７、点８、点９及び基点第７ 号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域並びに点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１
７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２ ４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０、点３１、点
３２、点３３、点３４、点３５及び点１０の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４
基点第3号 北海道三角点 Ｉ２７
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.６ （北海道三角点 Ｉ１９～）
基点第5号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 石埼灯台
（北緯  ４５度０９分０１．２６秒 東経 １４１度１９分４３．１０秒） から  ２２５度５０分 １，９６０メートルの点
基点第7号 点９から２２８度５０分 ３３６メートルの点
点1 基点第１号から ６５ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ９０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点3 基点第３号から ９４ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点4 基点第４号から １３９ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点5 基点第５号から １５７ 度 １５分 １，５００メートルの点
点6 基点第６号から １３６ 度 ００分 ２１７メートルの点
点7 点６から １１５ 度 ００分 ２１７メートルの点
点8 点７から １７０ 度 ００分 ４９メートルの点
点9 点８から ２５６ 度 ５０分 ３１７メートルの点
点10 基点第６号から １２０ 度 ２９分 ５３６．３メートルの点
点11 点10から ３４９ 度 ３０分 ６４．５メートルの点
点12 点11から ７１ 度 １５分 １３．５メートルの点
点13 点12から ３４８ 度 １５分 ６４．５メートルの点
点14 点13から ３５０ 度 ３０分 ５２．０メートルの点
点15 点14から ２６１ 度 ００分 １．０メートルの点
点16 点１５から ３５０ 度 ３０分 ３２．５メートルの点
点17 点１６から ３４８度 ００分 ０１秒 ５０．０メートルの点
点18 点１７から ２５８度 ００分  ４．３メートルの点
点19 点１８から ３３７度 ３２分 ５１秒 ２８．４メートルの点
点20 点１９から ２５５度 ５２分 ２２秒 ８．６メートルの点
点21 点２０から ３５４度 ２７分 ４３秒 ４０．６メートルの点
点22 点２１から ７７度 ４７分 ０１秒 ６．１メートルの点
点23 点２２から ３４７度 ５９分 ５４秒 １０．７メートルの点
点24 点２３から ３２度 ５９分 ５９秒 １６．９メートルの点
点25 点２４から ７８度 ００分  ３１．１メートルの点
点26 点２５から １２２度 ５９分 ５６秒 １９．１メートルの点
点27 点２６から １６８度 ００分 ０２秒 ３６．４メートルの点
点28 点２７から ７５度 ３０分 ０３秒 １．１メートルの点
点29 点２８から １６４度 ００分  ３４．５メートルの点
点30 点２９から １６５度 １５分  ５２．５メートルの点
点31 点３０から １６５度 ４５分  ８８．５メートルの点
点32 点３１から ８２度 ３０分  ２．０メートルの点
点33 点３２から １６７度 ３０分  ４４．０メートルの点
点34 点３３から ８２度 ００分  １．０メートルの点
点35 点３４から １６６度 ３０分  ８６．０メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
12号

香深漁業協同組合 礼文郡礼文町地先 第一種共同漁業

こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町大字香深村 　なし

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域から点７、点８、点９、点１０及び点７の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域、点１１、点１２、点１３及び点１１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、基点第７号、点２２、
点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２ ９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６及び基
点第８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、点３７、点３８、点３９、点４
０及び点３７の各点を順次に結んだによって囲まれた区域並びに点４１、点４２、点４３、点４４、点４５、点４６、
点４７、点４８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点５７及び点４１の各点を順次に結
んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号　礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１３
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１５
基点第5号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第6号 北緯  ４５度１８分１８．０７秒 東経 １４１度０２分５４．６７秒
（旧 香深灯台）
基点第7号 基点第６号から１６５度１５分 ３６１メートルの点
基点第8号 点36から２５３度５６分 ４００メートルの点
点1 基点第１号から  １０２度１５分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から  １１８度３０分 １，５００メートルの点
点3 基点第３号から  １３９度００分 １，８００メートルの点
点4 基点第４号から  １８０度００分 ２，６００メートルの点
点5 基点第４号から  ２５２度３０分 １，６００メートルの点
点6 基点第５号から  ２３３度００分 １，５００メートルの点
点7 基点第６号から  １８１度３１分 １８４メートルの点
点8 点 ７ から ２０度３３分４２秒 ４７．４６メートルの点
点9 点 ８ から ５３度２２分３０秒 ５８．９４メートルの点
点10 点 ９ から １１２度２８分５３秒 ３５．９８メートルの点
点11 基点第６号から １７１度４０分 ２８４メートルの点
点12 点11から ６３度２９分５１秒 ４０．９６メートルの点
点13 点12から １６３度３０分１３秒 ３５．９９メートルの点
点22 基点第７号から １３５度５９分５５秒 ５０．７１メートルの点
点23 点22から ８５度５１分３６秒 １９２．６７メートルの点
点24 点23から １７５度２５分３４秒 ４１．３８メートルの点
点25 点24から ２６７度５２分２２秒 ７４．３２メートルの点
点26 点25から １９８度５２分４０秒 １３０．７２メートルの点
点27 点26から １７３度４０分５１秒 １７７．００メートルの点
点28 点27から １３４度３５分５６秒 ２４０．３９メートルの点
点29 点28から ２０１度４６分３４秒 ７０．４３メートルの点
点30 点29から １４２度５１分００秒 １２．４４メートルの点
点31 点30から ４５度２０分５９秒 １９４．７１メートルの点
点32 点31から １３５度２１分１７秒 ７９．９８メートルの点
点33 点32から ２２５度２１分１８秒 ２０５．３５メートルの点
点34 点33から ２４０度２０分１２秒 ９５．９８メートルの点
点35 点28から ２０１度４６分３４秒 １７７．６９メートルの点
点36 点35から ２４０度２０分５８秒 ２３１．９８メートルの点
点37 基点第６号から １１８度３８分１０秒 ２９９．３３メートルの点
点38 点37から １３４度２７分２３秒 ２０６．１１メートルの点
点39 点38から ２２７度３０分５７秒 ７７．００メートルの点
点40 点39から ３２３度０３分５６秒 ２０６．７９メートルの点
点41 基点第６号から ４８度３３分４８秒 ３１３．１２メートルの点
点42 点41から １３１度４７分０９秒 ４．０６メートルの点
点43 点42から １９４度４７分００秒 ３６．４１メートルの点
点44 点43から １０４度４７分００秒 ２．１０メートルの点
点45 点44から １９４度４７分００秒 ４０．５８メートルの点
点46 点45から １９６度２４分２４秒 １０．０５メートルの点
点47 点46から １９９度４２分５５秒 １０．４３メートルの点
点48 点47から ２０３度０５分０８秒 １０．３５メートルの点
点49 点48から ２０６度３１分０７秒 １０．５１メートルの点
点50 点49から ２０９度４９分３４秒 １０．４３メートルの点
点51 点50から ２１３度１１分４８秒 １０．４３メートルの点
点52 点51から ２１６度３４分０１秒 １０．２６メートルの点
点53 点52から ３０８度３６分１６秒 １．３０メートルの点
点54 点53から ３１度３１分５８秒 ２９．６６メートルの点
点55 点54から ２５度２６分０６秒 ７．５５メートルの点
点56 点55から １９度２８分４０秒 ４．７３メートルの点
点57 点56から １４度４７分３７秒 １０６．４２メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
13号

船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３及び基点第
８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第９号、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８及び基点第１０号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域を除いた区域
基点第1号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１８
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ８
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ６
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
基点第7号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１０
基点第8号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第9号 船泊港北防波堤灯台
（北緯 ４５度２７分００．８４秒 東経 １４１度０１分５７．８０秒） から  １４９度１０分００秒 ７２０メートルの点
基点第10号 点１８から５０度４５分４２秒 ９１．５７メートルの点
点1 基点第１号から ２３３度００分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２５２度００分 １，３００メートルの点
点3 基点第３号から ２４８度００分 １，７００メートルの点
点4 基点第４号から １７６度００分 １，６５０メートルの点
点5 基点第４号から ２３８度３０分 １，３００メートルの点
点6 基点第５号から ３３８度００分 ４，８００メートルの点
点7 基点第５号から １０度３０分 ４，７００メートルの点
点8 基点第６号から ２４７度００分 ２，５００メートルの点
点9 基点第６号から ３５７度３０分 ４，５００メートルの点
点10 基点第６号から ４１度００分 ５，７００メートルの点
点11 基点第６号から ７５度００分 ２，４００メートルの点
点12 基点第７号から ９０度００分 １，７００メートルの点
点13 基点第８号から １０２度１５分 １，５００メートルの点
点14 基点第９号から ２６７度３３分５８秒 ４３４．４７メートルの点
点15 点14から ３１８度１３分１９秒 １８３．０６メートルの点
点16 点15から ３０９度４７分５４秒 １７３．８５メートルの点
点17 点16から ３７度０６分５１秒 ４８９．９７メートルの点
点18 点17から ７度５３分２５秒 ２８３．５１メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町大字船泊村 　なし

宗海共第
14号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第４号、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第3号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
基点第5号 基点第４号から １５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの点
基点第6号 利尻富士町鬼脇 北海道三角点 Ｉ２７
基点第7号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から２４２度５０分の線と基点第６号から１０１度の線との交点
点2 基点第７号から ６５ 度 ３０分 １１，２００メートルの点
点3 基点第２号から ２８６ 度 １５分 １０，０００メートルの点
点4 基点第２号から ０ 度 ３０分 １１，９００メートルの点
点5 基点第３号から ３３３ 度 ３０分 １９，０００メートルの点
点6 基点第４号から ６７ 度 ４０分 ３５メートルの点
点7 点６から ３２１ 度 ００分 ２００メートルの点
点8 点７から ５２ 度 ００分 ２２０メートルの点
点9 点８から １４１ 度 ００分 １４０メートルの点
点10 点９から ３６ 度 ００分 １６０メートルの点
点11 点10から １２２ 度 ００分 ２００メートルの点
点12 点11から ２１２ 度 ００分 ５２０メートルの点
点13 点12から １４１ 度 ００分 ２３０メートルの点
点14 点13から ９０ 度 ００分 ９２０メートルの点
点15 点14から １８０ 度 ００分 １１０メートルの点
点16 点15から ２２０ 度 ００分 ５３０メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

　なし

宗海共第
15号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第3号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ３３３ 度 ３０分 １９，０００メートルの点
点2 基点第２号から ０ 度 ００分 ８，５００メートルの点
点3 基点第３号から ５０ 度 ００分 ２５，０００メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬 　なし

宗海共第
16号

猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ５０ 度 ００分 ２５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４７ 度 ３０分 ２５，０００メートルの点

第一種共同漁業
ほたてがい漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

猿払村 　なし

宗海共第
17号

頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ４７ 度 ３０分 ２５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４５ 度 ００分 １９，０００メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜頓別町 　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
18号

枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２ 及び基点第４号の各点を結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 北緯  ４４度５６分１０．１１秒 東経 １４２度３５分１８．８３秒から １９８度５５分 １，１２２メートルの
点
基点第4号 点12から３０２度２０分 ５３５メートルの点
点1 基点第１号から ４５ 度 ００分 １９，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４３ 度 ３０分 １２，６００メートルの点
点3 基点第３号から  １８０度  ００分 １０メートルの点
点4 点３から ８２ 度 ３０分 ５２８メートルの点
点5 点４から ４３ 度 ３０分 ５５０メートルの点
点6 点５から ６５ 度 ００分 ２２０メートルの点
点7 点６から ３２８ 度 １０分 ３５０メートルの点
点8 点７から ２４２ 度 ００分 ４４メートルの点
点9 点８から ３１０ 度 ４０分 ３１０メートルの点
点10 点９から ３５５ 度 ２０分 ２２０メートルの点
点11 点10から ３０４ 度 ００分 １１０メートルの点
点12 点11から ３０ 度 ３０分 １３２メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

枝幸町 　なし

宗海共第
19号

稚内漁業協同組合 天塩郡豊富町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 利尻富士町鬼脇 北海道三角点 Ｉ２７
点1 基点第１号から ２６１度３０分 １９，２００メートルの点
点2 基点第２号から２４２度５０分の線と基点第３号から１０１度００分の線との交点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊富町 　なし

宗海共第
20号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ２２
基点第5号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から  ３３３度  ３０分 １０，５００メートルの点
点2 基点第２号から  ２８３度  ３０分 ４，６００メートルの点
点3 基点第３号から  ３００度  ００分 ４，８００メートルの点
点4 基点第３号から ０ 度 ００分 ４，８００メートルの点
点5 基点第４号から ６２ 度 ００分 ５，１００メートルの点
点6 基点第５号から ５０ 度 ００分 １７，７００メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬 　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
21号

稚内漁業協同組合、宗
谷漁業協同組合

稚内市地先 第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市 　なし

次の点１、点２、点３、点４、点５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点
３６、点３７及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点５、点６、点７、点８、点９、点１
０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１８、点１ ９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点
２５、点２６及び点５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 夕来
基点第3号 国土地理院三角点 目目内
基点第4号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第8号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第9号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
基点第10号 基点第９号から１５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの点
基点第11号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 声問～）
基点第12号 北海道水産林務部図根点 No.１４（国土地理院三角点 声問～）から８６度１５分 ４００メートルの
点
基点第13号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第15号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第16号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ２２
基点第17号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第18号 利尻富士町 北海道三角点 Ｉ２７
基点第19号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第20号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第21号 礼文町 北海道水産林務部図根点 No.１ （北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
点1 基点第１号から２４２度５０分の線と基点第18号から１０１度００分の線との交点
点2 基点第19号から ６５ 度 ３０分 １１，２００メートルの点
点3 基点第４号から２９９度００分の線と基点第20号から８１度３０分の線との交点
点4 基点第８号から２８６度１５分の線と基点第21号から７６度２５分の線との交点
点5 基点第８号から ０度３０分 １１，９００メートルの点
点6 基点第15号から ０度００分 ８，５００メートルの点
点7 基点第17号から ５０度００分 ２５，０００メートルの点
点8 基点第17号から ５０度００分 １７，７００メートルの点
点9 基点第16号から ６２度００分 ５，１００メートルの点
点10 基点第15号から ０度００分 ４，８００メートルの点
点11 基点第15号から ３００度００分 ４，８００メートルの点
点12 基点第14号から ２８３度３０分 ４，６００メートルの点
点13 基点第13号から ３３３度３０分 １０，５００メートルの点
点14 基点第13号から ３３３度３０分 １，５００メートルの点
点15 基点第12号から １２度３０分 １，５８０メートルの点
点16 基点第11号から ０度００分 １，７００メートルの点
点17 基点第11号から ３２２度００分 １，５５０メートルの点
点18 基点第11号から ２６３度３０分 １，６５０メートルの点
点19 基点第10号から １３度０９分０１．３９秒 １,６０１．２１２メートル
点20 点19から ０度００分 １１０メートルの点
点21 点20から ２７０度００分 ９２０メートルの点
点22 点21から ３２１度００分 ２３０メートルの点
点23 点22から ３２度００分 ５２０メートルの点
点24 基点第９号から ２４度００分 １，０２０メートルの点
点25 基点第８号から ３３度１５分 １，７５０メートルの点
点26 基点第８号から ３２６度４５分 １，７５０メートルの点
点27 基点第８号から ２８６度１５分 １，５５０メートルの点
点28 基点第７号から ２７０度００分 １，７００メートルの点
点29 基点第６号から ２４１度００分 １，６５０メートルの点
点30 基点第５号から ２７０度００分 １，５５０メートルの点
点31 基点第４号から ５度００分 １，８６０メートルの点
点32 基点第４号から ２９９度００分 １，７５０メートルの点
点33 基点第３号から ２７０度００分 １，７４０メートルの点
点34 基点第３号から ２７０度００分 ２，２４０メートルの点
点35 基点第２号から ２９６度３０分 ２，１００メートルの点
点36 基点第１号から ３１８度５０分 ４，４００メートルの点
点37 基点第１号から ２４２度５０分 ２，０００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
22号

利尻漁業協同組合
利尻郡利尻町及び利尻
富士町地先

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻町及び利尻富士町 　なし

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１及び点１の各点を順次に結んだ線と点
１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、
点２７及び点１２の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.９（国土地理院三角点 於頓泊～）から３２９度２９分 １１１．６０メー
トルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道三角点 Ｉ１２～）から３４８度２６分 １０７．００メートルの点
基点第4号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４
基点第6号 北海道三角点 Ｉ２７
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.６（北海道三角点 Ｉ１９～）
基点第8号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第9号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 仙法志～）から２０４度００分 １８４．００メー
トルの点
基点第10号 北海道三角点 補６
基点第11号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 沓形
基点第13号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第14号 北海道水産林務部図根点 No.６（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１～）
基点第15号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第16号 礼文町 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１３
基点第17号 礼文町 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４～）
基点第18号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第19号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第20号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第15号から８１度３０分の線と基点第18号から２９９度００分の線との交点
点2 基点第４号から ６５度３０分 １１，２００メートルの点
点3 基点第６号から１０１度００分の線と基点第19号から２４２度５０分の線との交点
点4 基点第20号から ２６１度３０分 １９，２００メートルの点
点5 基点第８号から １５７度１５分 １３，５００メートルの点
点6 基点第11号から ２０２度００分 ２３，０００メートルの点
点7 基点第11号から ２１３度３０分 １９，０００メートルの点
点8 基点第17号から ２０６度１０分 １５，７００メートルの点
点9 基点第１号から ３２２度３０分 ６，０００メートルの点
点10 基点第16号から １２２度３０分 ６，０００メートルの点
点11 基点第15号から １０２度１５分 １５，０００メートルの点
点12 基点第１号から ３２２度３０分 １，５００メートルの点
点13 基点第２号から ３３６度００分 １，５００メートルの点
点14 基点第２号から ２９度００分 １，６００メートルの点
点15 基点第３号から ４３度３０分 １，７００メートルの点
点16 基点第４号から ６５度３０分 １，５００メートルの点
点17 基点第５号から ９０度００分 １，７００メートルの点
点18 基点第６号から ９４度３０分 １，８００メートルの点
点19 基点第７号から １３９度３０分 １，５００メートルの点
点20 基点第８号から １５７度１５分 １，５００メートルの点
点21 基点第８号から ２０１度００分 ２，１００メートルの点
点22 基点第９号から ２１７度００分 １，６００メートルの点
点23 基点第10号から ２２１度００分 １，７００メートルの点
点24 基点第11号から ２１３度３０分 １，５００メートルの点
点25 基点第12号から ２２４度００分 ２，１５０メートルの点
点26 基点第13号から ２７０度００分 １，８２０メートルの点
点27 基点第14号から ２７６度００分 １，６００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
23号

船泊漁業協同組合、香
深漁業協同組合

礼文郡礼文町地先 第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町 　なし

宗海共第
24号

稚内漁業協同組合 天塩郡豊富町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２６１度 ３０分 ２，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２４２度 ５０分 ２，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・かれい・いかなご地びき網漁業

（第二種共同漁業）
４月１日から８月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊富町

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければならない。ただし、イのカラフトマスについて　は、マスを主た
る漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速　やか
に海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ　及びアブラ
ガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　な
らない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び　統数
並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら　ない。
（３）漁業権行使規則には、第三種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければなりません。
ア　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　なら
ない。

宗海共第
25号

稚内漁業協同組合 天塩郡豊富町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 利尻富士町鬼脇 北海道三角点 Ｉ２７
点1 基点第１号から ２６１度３０分 １０，０００メートルの点
点2 基点第２号から２４２度５０分の線と基点第３号から１０１度の線との交点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊富町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び点１の各点を順次に結んだ線と点１０、点１１、点
１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２ ３、点２４、点２５、点２６及
び点１０の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ２から３３６度３０分 １９０メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１０
基点第5号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第6号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１３
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４～）
基点第8号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１５
基点第9号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１８
基点第11号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ８
基点第12号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ６
基点第13号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第14号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第15号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９５度００分 １７，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３５７度４５分 ６，０８０メートルの点
点3 基点第３号から７６度２５分の線と基点第13号から２８６度１５分の線との交点
点4 基点第５号から８１度３０分の線と基点第14号から２９９度００分の線との交点
点5 基点第５号から １０２度１５分 １５，０００メートルの点
点6 基点第６号から １２２度３０分 ６，０００メートルの点
点7 基点第15号から ３２２度３０分 ６，０００メートルの点
点8 基点第７号から ２０６度１０分 １５，７００メートルの点
点9 基点第９号から ２３３度００分 １０，８００メートルの点
点10 基点第２号から ３３８度００分 ４，８００メートルの点
点11 基点第２号から １０度３０分 ４，７００メートルの点
点12 基点第３号から ２４７度００分 ２，５００メートルの点
点13 基点第３号から ３５７度３０分 ４，５００メートルの点
点14 基点第３号から ４１度００分 ５，７００メートルの点
点15 基点第３号から ７５度００分 ２，４００メートルの点
点16 基点第４号から ９０度００分 １，７００メートルの点
点17 基点第５号から １０２度１５分 １，５００メートルの点
点18 基点第６号から １１８度３０分 １，５００メートルの点
点19 基点第７号から １３９度００分 １，８００メートルの点
点20 基点第８号から １８０度００分 ２，６００メートルの点
点21 基点第８号から ２５２度３０分 １，６００メートルの点
点22 基点第９号から ２３３度００分 １，５００メートルの点
点23 基点第10号から ２５２度００分 １，３００メートルの点
点24 基点第11号から ２４８度００分 １，７００メートルの点
点25 基点第12号から １７６度００分 １，６５０メートルの点
点26 基点第12号から ２３８度３０分 １，３００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
26号

稚内漁業協同組合 天塩郡豊富町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 利尻富士町鬼脇 北海道三角点 Ｉ２７
点1 基点第１号から ２６１度３０分 １９，２００メートルの点
点2 基点第２号から２４２度５０分の線と基点第３号から１０１度の線との交点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊富町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

宗海共第
27号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０及び基点第７号の各点を順次に結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北緯  ４５度２７分４５．２６秒 東経 １４１度５２分３１．３５秒
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.１８（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第7号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ３３３ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点2 基点第２号から ２５８ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点3 基点第２号から ３００ 度 ００分 １，６００メートルの点
点4 基点第３号から ３０７ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点5 基点第３号から ７ 度 ００分 ２，６５０メートルの点
点6 基点第４号から ０ 度 ００分 １，２５０メートルの点
点7 基点第４号から ８４ 度 ３０分 ２，２００メートルの点
点8 基点第５号から ３３４ 度 ００分 ２，０００メートルの点
点9 基点第６号から ４１ 度 ００分 １，２００メートルの点
点10 基点第７号から ５０ 度 ００分 １，２００メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業 ４月１日から８月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

宗海共第
28号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０及び基点第７号の各点を順次に結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北緯  ４５度２７分４５．２６秒 東経 １４１度５２分３１．３５秒
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.１８（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第7号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ３３３ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２５８ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点3 基点第２号から ３００ 度 ００分 ２，０００メートルの点
点4 基点第３号から ３０７ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点5 基点第３号から ２ 度 ４５分 ２，９００メートルの点
点6 基点第４号から ０ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点7 基点第４号から ７８ 度 ００分 ２，４７０メートルの点
点8 基点第５号から ３４３ 度 ００分 ２，１００メートルの点
点9 基点第６号から ４１ 度 ００分 １，５００メートルの点
点10 基点第７号から ５０ 度 ００分 １，５００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
ちか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

６月１日から11月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

宗海共第
29号

宗谷漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と、最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 稚内市大字声問と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第3号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ３３３ 度 ３０分 １０，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３００ 度 ００分 １１，０００メートルの点
点3 基点第２号から ０ 度 ００分 ８，５００メートルの点
点4 基点第３号から ５０ 度 ００分 １０，０００メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市大字宗谷村及び宗谷岬

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
30号

猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 恵山辺
基点第3号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ５０ 度 ００分 １，２００メートルの点
点2 基点第２号から ８ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点3 基点第３号から ４７ 度 ３０分 １，２００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業

６月１日から11月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から８月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

猿払村

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
31号

猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ５０ 度 ００分 １０，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４７ 度 ３０分 １０，０００メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

猿払村

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
32号

頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院多角点 No.１５，１７８
基点第3号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ４７ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点2 基点第２号から ３７ 度 ００分 １，３００メートルの点
点3 基点第３号から ４５ 度 ００分 １，２００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業

６月１日から11月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から８月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜頓別町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

宗海共第
33号

頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ４７ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４５ 度 ００分 １５，０００メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜頓別町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
34号

枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６と基点第６号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域から基点第７号、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６及び
基点第８号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１６
基点第3号 Ｘ＝  １０２２０１．０８３ Ｙ＝  ２６４２８．８８６ （１２系座標値）
基点第4号 国土地理院三角点 幌別
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ２７
基点第6号 枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 北緯  ４４度５６分１０．１１秒 東経 １４２度３５分１８．８３秒から １９８度５５分 １，１２２メートルの
点
基点第8号 点16から３０２度２０分 ５３５メートルの点
点1 基点第１号から ４５ 度 ００分 １，６００メートルの点
点2 基点第２号から ８０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点3 基点第３号から ７８ 度 ００分 ２，１６０メートルの点
点4 基点第４号から ５２ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点5 基点第５号から ２０ 度 ３０分 １，９３０メートルの点
点6 基点第６号から ４３ 度 ３０分 １，６００メートルの点
点7 基点第７号から １８０ 度 ００分 １０メートルの点
点8 点７から ８２ 度 ３０分 ５２８メートルの点
点9 点８から ４３ 度 ３０分 ５５０メートルの点
点10 点９から ６５ 度 ００分 ２２０メートルの点
点11 点10から ３２８ 度 １０分 ３５０メートルの点
点12 点11から ２４２ 度 ００分 ４４メートルの点
点13 点12から ３１０ 度 ４０分 ３１０メートルの点
点14 点13から ３５５ 度 ２０分 ２２０メートルの点
点15 点14から ３０４ 度 ００分 １１０メートルの点
点16 点15から ３０ 度 ３０分 １３２メートルの点

第二種共同漁業

（第二種共同漁業）
かじか刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
ちか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
６月１日から11月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
４月１日から８月31日まで
10月１日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

枝幸町

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の
　制限を規定しなければならない。ただし、イのカラフトマスについて
　は、マスを主たる漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び
　隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなけ
　ればならない。
（３）漁業権行使規則には、第三種共同漁業の漁業の方法について次の
　制限を規定しなければなりません。
ア　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
35号

枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２ 及び基点第４号の各点を結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 北緯  ４４度５６分１０．１１秒 東経 １４２度３５分１８．８３秒から １９８度５５分 １，１２２メートルの
点
基点第4号 点12から３０２度２０分 ５３５メートルの点
点1 基点第１号から ４５度 ００分 １５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ４３度 ３０分 １９，０００メートルの点
点3 基点第３号から １８０度 ００分 １０メートルの点
点4 点３から ８２度 ３０分 ５２８メートルの点
点5 点４から ４３度 ３０分 ５５０メートルの点
点6 点５から ６５度 ００分 ２２０メートルの点
点7 点６から ３２８度 １０分 ３５０メートルの点
点8 点７から ２４２度 ００分 ４４メートルの点
点9 点８から ３１０度 ４０分 ３１０メートルの点
点10 点９から ３５５度 ２０分 ２２０メートルの点
点11 点10から ３０４度 ００分 １１０メートルの点
点12 点11から ３０度 ３０分 １３２メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

枝幸町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
36号

利尻漁業協同組合 利尻郡利尻町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 仙法志～）から２０４度００分 １８４メートル
の点
基点第3号 北海道三角点 補６
基点第4号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １５７ 度 １５分 １，５００メートルの点
点2 基点第１号から ２０１ 度 ００分 ２，１００メートルの点
点3 基点第２号から ２１７ 度 ００分 １，６００メートルの点
点4 基点第３号から ２２１ 度 ００分 １，７００メートルの点
点5 基点第４号から ２１３ 度 ３０分 １，５００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
ほっけ・ます小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻町仙法志

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
37号

利尻漁業協同組合 利尻郡利尻町地先 第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
ほっけ・ます小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻町沓形

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第７号、点６、点７、点８、点９、点１０及び基点第８号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、点１１、点１ ２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１
８、点１９、点２０、点２１、点２２及び点１１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点２３、点２４、点
２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０及び点２３の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点
３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０及び点３１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 沓形
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.１６（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１～）
基点第5号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 沓形港西外防波堤灯台
（北緯  ４５度１１分２４．２３秒 東経 １４１度０８分０２．８０秒）
基点第7号 基点第６号から  ２７２度５４分１２秒 １８．７６メートルの点
基点第8号 点10から  １８１度０８分３０秒 ２５７．５０メートルの点
点1 基点第１号から ２１３度３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２２４度００分 ２，１５０メートルの点
点3 基点第３号から ２７０度００分 １，８２０メートルの点
点4 基点第４号から ２７６度００分 １，６００メートルの点
点5 基点第５号から ３２２度３０分 １，５００メートルの点
点6 基点第７号から ３１４度５６分 ２５６メートルの点
点7 点６から ３０１度０９分１２秒 ７１．００メートルの点
点8 点７から ２１１度０９分１２秒 １９５．２７メートルの点
点9 点８から １２１度０９分１２秒 ６．００メートルの点
点10 点９から ２０９度４７分４１秒 ９３．８０メートルの点
点11 基点第６号から ３３５度５４分３４秒 ５０４．９３メートルの点
点12 点11から １０４度５０分４５秒 ９１．０８メートルの点
点13 点12から ２００度３３分２２秒 ８．５４メートルの点
点14 点13から １０９度１７分２４秒 ２１１．９０メートルの点
点15 点14から １４度０２分１０秒 ８．２５メートルの点
点16 点15から １０８度４２分４３秒 ６４．０８メートルの点
点17 点16から １９７度２７分５９秒 ５６．８０メートルの点
点18 点17から ２８１度０７分４６秒 ６０．７８メートルの点
点19 点18から １５度５６分４３秒 ７．２８メートルの点
点20 点19から ２８１度２４分５７秒 ２１２．２０メートルの点
点21 点20から １９４度０２分１０秒 ８．２５メートルの点
点22 点21から ２８５度２５分４９秒 ９０．７５メートルの点
点23 基点第６号から ３２９度０４分０７秒 ４４３．１２メートルの点
点24 点23から ２８１度２３分４７秒 ６５．２３メートルの点
点25 点24から １９４度５９分５７秒 ８．４０メートルの点
点26 点25から ２８３度３９分０３秒 ９０．３３メートルの点
点27 点26から １５度００分 １０２．２５メートルの点
点28 点27から １０６度２０分５８秒 ９０．３３メートルの点
点29 点28から １９４度５９分５７秒 ８．４０メートルの点
点30 点29から １０８度３６分１２秒 ６５．２３メートルの点
点31 基点第６号から ２４３度４０分３１秒 ５６６．５３メートルの点
点32 点31から ３５７度４７分５１秒 ５５．２４メートルの点
点33 点32から ２７３度０８分 ３．００メートルの点
点34 点33から ３５８度０１分１３秒 ６０．２４メートルの点
点35 点34から ３５８度０１分１４秒 １６１．９５メートルの点
点36 点35から ９３度０８分４７秒 ８３．７０メートルの点
点37 点36から １８８度１６分１７秒 １６１．９５メートルの点
点38 点37から １８８度１６分１９秒 ６０．２４メートルの点
点39 点38から ２７３度０８分 ３．００メートルの点
点40 点39から １８８度２９分４５秒 ５５．２４メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
38号

利尻漁業協同組合
利尻郡利尻富士町地
先

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
ほっけ・ます・いか小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻富士町鴛泊

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
39号

利尻漁業協同組合
利尻郡利尻富士町地
先

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
ほっけ・ます・いか小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

利尻富士町鬼脇

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から、基点第７号、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域、並びに点２２、点２３、点２ ４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０及び点２２
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.９ （国土地理院三角点 於頓泊～）から３２９度２９分 １１１．６０メー
トルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道三角点 Ｉ１２～）から３４８度２６分 １０７．００メートルの点
基点第4号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 鴛泊港東防波堤灯台中心点跡
（北緯  ４５度１４分３４．３２秒 東経 １４１度１３分５１．５４秒）
基点第6号 点21から２６１度３４分５５秒 ２６４．２５メートルの点
基点第7号 基点第５号から７度４５分 ８０メートルの点
点1 基点第１号から ３２２度３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３３６度００分 １，５００メートルの点
点3 基点第２号から ２９度００分 １，６００メートルの点
点4 基点第３号から ４３度３０分 １，７００メートルの点
点5 基点第４号から ６５度３０分 １，５００メートルの点
点6 基点第７号から ６１度５１分 １２２．６７メートルの点
点7 点６から １４０度００分 ２３４メートルの点
点8 点７から ９０度００分 １２０メートルの点
点9 点８から １８０度００分 ８１メートルの点
点10 点９から ２４８度２４分１５秒 １７３．５２メートルの点
点11 点10から ２１１度０３分５３秒 ２６３．７９メートルの点
点12 点11から ２６１度０９分５２秒 １７．６３メートルの点
点13 点12から ２１８度０４分５５秒 ２９．２９メートルの点
点14 点13から ２１２度１６分１１秒 １１メートルの点
点15 点14から １２２度１６分３２秒 ２メートルの点
点16 点15から ２１２度１６分２０秒 ３６メートルの点
点17 点16から ２９５度２２分４５秒 ２５メートルの点
点18 点17から ３０２度１６分２１秒 １３．９８メートルの点
点19 点18から ３２度１６分１５秒 ３９メートルの点
点20 点19から １２０度１６分０９秒 ３．５０メートルの点
点21 点20から ３２度１６分０７秒 ８．５１メートルの点
点22 基点第５号から ８３度４０分０９秒 ２６５．９９メートルの点
点23 点22から ６９度５１分３０秒 １６３メートルの点
点24 点23から ６９度５１分３０秒 ４２．８１メートルの点
点25 点24から １１４度４０分４５秒 ２３．６７メートルの点
点26 点25から １５９度５１分３０秒 ５３．３１メートルの点
点27 点26から ２０４度１０分５１秒 ２２．７１メートルの点
点28 点27から ２４９度５１分２９秒 ５５．１８メートルの点
点29 点28から ３３６度３３分２２秒 １７．３６メートルの点
点30 点29から ２５０度１２分３５秒 １５０．５５メートルの点

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第６号、点６、点７、点８、点９及び基点第７ 号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域並びに点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１
７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２ ４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０、点３１、点
３２、点３３、点３４、点３５及び点１０の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４
基点第3号 北海道三角点 Ｉ２７
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.６ （北海道三角点 Ｉ１９～）
基点第5号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 石埼灯台
（北緯  ４５度０９分０１．２６秒 東経 １４１度１９分４３．１０秒） から  ２２５度５０分 １，９６０メートルの点
基点第7号 点９から２２８度５０分 ３３６メートルの点
点1 基点第１号から ６５ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ９０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点3 基点第３号から ９４ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点4 基点第４号から １３９ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点5 基点第５号から １５７ 度 １５分 １，５００メートルの点
点6 基点第６号から １３６ 度 ００分 ２１７メートルの点
点7 点６から １１５ 度 ００分 ２１７メートルの点
点8 点７から １７０ 度 ００分 ４９メートルの点
点9 点８から ２５６ 度 ５０分 ３１７メートルの点
点10 基点第６号から １２０ 度 ２９分 ５３６．３メートルの点
点11 点10から ３４９ 度 ３０分 ６４．５メートルの点
点12 点11から ７１ 度 １５分 １３．５メートルの点
点13 点12から ３４８ 度 １５分 ６４．５メートルの点
点14 点13から ３５０ 度 ３０分 ５２．０メートルの点
点15 点14から ２６１ 度 ００分 １．０メートルの点
点16 点１５から ３５０度 ３０分  ３２．５メートルの点
点17 点１６から ３４８度 ００分 ０１秒 ５０．０メートルの点
点18 点１７から ２５８度 ００分  ４．３メートルの点
点19 点１８から ３３７度 ３２分 ５１秒 ２８．４メートルの点
点20 点１９から ２５５度 ５２分 ２２秒 ８．６メートルの点
点21 点２０から ３５４度 ２７分 ４３秒 ４０．６メートルの点
点22 点２１から ７７度 ４７分 ０１秒 ６．１メートルの点
点23 点２２から ３４７度 ５９分 ５４秒 １０．７メートルの点
点24 点２３から ３２度 ５９分 ５９秒 １６．９メートルの点
点25 点２４から ７８度 ００分  ３１．１メートルの点
点26 点２５から １２２度 ５９分 ５６秒 １９．１メートルの点
点27 点２６から １６８度 ００分 ０２秒 ３６．４メートルの点
点28 点２７から ７５度 ３０分 ０３秒 １．１メートルの点
点29 点２８から １６４度 ００分  ３４．５メートルの点
点30 点２９から １６５度 １５分  ５２．５メートルの点
点31 点３０から １６５度 ４５分  ８８．５メートルの点
点32 点３１から ８２度 ３０分  ２．０メートルの点
点33 点３２から １６７度 ３０分  ４４．０メートルの点
点34 点３３から ８２度 ００分  １．０メートルの点
点35 点３４から １６６度 ３０分  ８６．０メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
40号

香深漁業協同組合 礼文郡礼文町地先 第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
ほっけ・ます小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町大字香深村

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。ただし、イのカラフトマスについては、マスを主たる
　漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並び
　に使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域から点７、点８、点９、点１０及び点７の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域、点１１、点１２、点１３及び点１１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、基点第７号、点２２、
点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２ ９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６及び基
点第８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、点３７、点３８、点３９、点４
０及び点３７の各点を順次に結んだによって囲まれた区域並びに点４１、点４２、点４３、点４４、点４５、点４６、
点４７、点４８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点５７及び点４１の各点を順次に結
んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１３
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１５
基点第5号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第6号 北緯  ４５度１８分１８．０７秒 東経 １４１度０２分５４．６７秒
（旧 香深灯台）
基点第7号 基点第６号から１６５度１５分 ３６１メートルの点
基点第8号 点36から２５３度５６分 ４００メートルの点
点1 基点第１号から  １０２度１５分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から  １１８度３０分 １，５００メートルの点
点3 基点第３号から  １３９度００分 １，８００メートルの点
点4 基点第４号から  １８０度００分 ２，６００メートルの点
点5 基点第４号から  ２５２度３０分 １，６００メートルの点
点6 基点第５号から  ２３３度００分 １，５００メートルの点
点7 基点第６号から  １８１度３１分 １８４メートルの点
点8 点 ７ から ２０度３３分４２秒 ４７．４６メートルの点
点9 点 ８ から ５３度２２分３０秒 ５８．９４メートルの点
点10 点 ９ から １１２度２８分５３秒 ３５．９８メートルの点
点11 基点第６号から １７１度４０分 ２８４メートルの点
点12 点11から ６３度２９分５１秒 ４０．９６メートルの点
点13 点12から １６３度３０分１３秒 ３５．９９メートルの点
点22 基点第７号から １３５度５９分５５秒 ５０．７１メートルの点
点23 点22から ８５度５１分３６秒 １９２．６７メートルの点
点24 点23から １７５度２５分３４秒 ４１．３８メートルの点
点25 点24から ２６７度５２分２２秒 ７４．３２メートルの点
点26 点25から １９８度５２分４０秒 １３０．７２メートルの点
点27 点26から １７３度４０分５１秒 １７７．００メートルの点
点28 点27から １３４度３５分５６秒 ２４０．３９メートルの点
点29 点28から ２０１度４６分３４秒 ７０．４３メートルの点
点30 点29から １４２度５１分００秒 １２．４４メートルの点
点31 点30から ４５度２０分５９秒 １９４．７１メートルの点
点32 点31から １３５度２１分１７秒 ７９．９８メートルの点
点33 点32から ２２５度２１分１８秒 ２０５．３５メートルの点
点34 点33から ２４０度２０分１２秒 ９５．９８メートルの点
点35 点28から ２０１度４６分３４秒 １７７．６９メートルの点
点36 点35から ２４０度２０分５８秒 ２３１．９８メートルの点
点37 基点第６号から １１８度３８分１０秒 ２９９．３３メートルの点
点38 点37から １３４度２７分２３秒 ２０６．１１メートルの点
点39 点38から ２２７度３０分５７秒 ７７．００メートルの点
点40 点39から ３２３度０３分５６秒 ２０６．７９メートルの点
点41 基点第６号から ４８度３３分４８秒 ３１３．１２メートルの点
点42 点41から １３１度４７分０９秒 ４．０６メートルの点
点43 点42から １９４度４７分００秒 ３６．４１メートルの点
点44 点43から １０４度４７分００秒 ２．１０メートルの点
点45 点44から １９４度４７分００秒 ４０．５８メートルの点
点46 点45から １９６度２４分２４秒 １０．０５メートルの点
点47 点46から １９９度４２分５５秒 １０．４３メートルの点
点48 点47から ２０３度０５分０８秒 １０．３５メートルの点
点49 点48から ２０６度３１分０７秒 １０．５１メートルの点
点50 点49から ２０９度４９分３４秒 １０．４３メートルの点
点51 点50から ２１３度１１分４８秒 １０．４３メートルの点
点52 点51から ２１６度３４分０１秒 １０．２６メートルの点
点53 点52から ３０８度３６分１６秒 １．３０メートルの点
点54 点53から ３１度３１分５８秒 ２９．６６メートルの点
点55 点54から ２５度２６分０６秒 ７．５５メートルの点
点56 点55から １９度２８分４０秒 ４．７３メートルの点
点57 点56から １４度４７分３７秒 １０６．４２メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
41号

船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３及び基点第
８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第９号、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８及び基点第１０号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域を除いた区域
基点第1号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１８
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ８
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ５
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
基点第7号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１０
基点第8号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第9号 船泊港北防波堤灯台
（北緯 ４５度２７分００．８４秒 東経 １４１度０１分５７．８０秒） から  １４９度１０分００秒 ７２０メートルの点
基点第10号 点１８から５０度４５分４２秒 ９１．５７メートルの点
点1 基点第１号から ２３３度００分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２５２度００分 １，３００メートルの点
点3 基点第３号から ２４８度００分 １，７００メートルの点
点4 基点第４号から １７６度００分 １，６５０メートルの点
点5 基点第４号から ２３８度３０分 １，３００メートルの点
点6 基点第５号から ３３８度００分 ４，８００メートルの点
点7 基点第５号から １０度３０分 ４，７００メートルの点
点8 基点第６号から ２４７度００分 ２，５００メートルの点
点9 基点第６号から ３５７度３０分 ４，５００メートルの点
点10 基点第６号から ４１度００分 ５，７００メートルの点
点11 基点第６号から ７５度００分 ２，４００メートルの点
点12 基点第７号から ９０度００分 １，７００メートルの点
点13 基点第８号から １０２度１５分 １，５００メートルの点
点14 基点第９号から ２６７度３３分５８秒 ４３４．４７メートルの点
点15 点14から ３１８度１３分１９秒 １８３．０６メートルの点
点16 点15から ３０９度４７分５４秒 １７３．８５メートルの点
点17 点16から ３７度０６分５１秒 ４８９．９７メートルの点
点18 点17から ７度５３分２５秒 ２８３．５１メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業
いかなご小型定置網漁業
ほっけ・ます小型定置網漁業
かれい・ほっけ・いか底建網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・かれい・いかなご地びき網漁業

（第二種共同漁業）
９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
３月20日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町大字船泊村

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければならない。ただし、イのカラフトマスについて　は、マスを主た
る漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速　やか
に海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ　及びアブラ
ガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　な
らない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び　隻数
又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなけ　ればなら
ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及　び身
網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな　ければならな
い。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、第三種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければなりません。
ア　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　なら
ない。

宗海共第
42号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１
５及び基点第９号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 夕来
基点第3号 国土地理院三角点 目目内
基点第4号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第8号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第9号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
点1 基点第１号から ２４２ 度 ５０分 １，０００メートルの点
点2 基点第１号から ３２５ 度 ００分 ３，１００メートルの点
点3 基点第２号から ２９６ 度 ３０分 １，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２７０ 度 ００分 １，２４０メートルの点
点5 基点第４号から ２９９ 度 ００分 １，２５０メートルの点
点6 基点第４号から ２０ 度 １５分 １，７００メートルの点
点7 基点第５号から ２７０ 度 ００分 １，０５０メートルの点
点8 基点第６号から ２４１ 度 ００分 １，１５０メートルの点
点9 基点第７号から ２７０ 度 ００分 １，２００メートルの点
点10 基点第８号から ２８６ 度 １５分 １，０５０メートルの点
点11 基点第８号から ３２６ 度 ４５分 １，２５０メートルの点
点12 基点第８号から ３３ 度 １５分 １，２５０メートルの点
点13 基点第９号から ３４８ 度 ００分 ９００メートルの点
点14 点15から ３２１ 度 ００分 ２００メートルの点
点15 基点第９号から ６７ 度 ４０分 ３５メートルの点
  

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
いかなご小型定置網漁業
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・かれい・いかなご地びき網漁業

（第二種共同漁業）
４月１日から７月31日まで
４月１日から８月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければならない。ただし、イのカラフトマスについて　は、マスを主た
る漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速　やか
に海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ　及びアブラ
ガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　な
らない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び　統数
並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、第三種共同漁業の漁業の方法について次の　制限
を規定しなければなりません。
ア　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ　なら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
43号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒） から １５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの
点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 声問～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１４（国土地理院三角点 声問～）から８６度１５分 ４００．００メート
ルの点
基点第4号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １度１０分２２．４３秒 １，０２０メートル
点2 基点第２号から ２４７ 度 ００分 １，３００メートルの点
点3 基点第２号から ３２２ 度 ００分 １，０５０メートルの点
点4 基点第２号から ０ 度 ００分 １，２００メートルの点
点5 基点第３号から １２ 度 ３０分 １，０８０メートルの点
点6 基点第４号から ３３３ 度 ３０分 １，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
いか・かれい小型定置網漁業
いかなご小型定置網漁業
かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・かれい・いかなご地びき網漁業

（第二種共同漁業）
９月１日から12月31日まで
４月１日から７月31日まで
４月１日から８月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の
　制限を規定しなければならない。ただし、イのカラフトマスについて
　は、マスを主たる漁獲物とする小型定置網漁業を除く。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び
　統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、第三種共同漁業の漁業の方法について次の
　制限を規定しなければなりません。
ア　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。

宗海共第
44号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第４号、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第3号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
基点第5号 基点第４号から １５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの点
基点第6号 利尻富士町鬼脇 北海道三角点 Ｉ２７
基点第7号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から２４２度５０分の線と基点第６号から１０１度の線との交点
点2 基点第７号から ６５ 度 ３０分 １１，２００メートルの点
点3 基点第２号から ２８６ 度 １５分 １０，０００メートルの点
点4 基点第２号から ０ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点5 基点第３号から ３３３ 度 ３０分 １０，５００メートルの点
点6 基点第４号から ６７ 度 ４０分 ３５メートルの点
点7 点６から ３２１ 度 ００分 ２００メートルの点
点8 点７から ５２ 度 ００分 ２２０メートルの点
点9 点８から １４１ 度 ００分 １４０メートルの点
点10 点９から ３６ 度 ００分 １６０メートルの点
点11 点10から １２２ 度 ００分 ２００メートルの点
点12 点11から ２１２ 度 ００分 ５２０メートルの点
点13 点12から １４１ 度 ００分 ２３０メートルの点
点14 点13から ９０ 度 ００分 ９２０メートルの点
点15 点14から １８０ 度 ００分 １１０メートルの点
点16 点15から ２２０ 度 ００分 ５３０メートルの点

第二種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び統数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長さ及
　び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、70メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。

宗海共第
45号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８、点１９及び基点第９号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 夕来
基点第3号 国土地理院三角点 目目内
基点第4号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第8号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第9号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
点1 基点第１号から ２４２ 度 ５０分 １，５００メートルの点
点2 基点第１号から ３１８ 度 ５０分 ３，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２９６ 度 ３０分 １，９００メートルの点
点4 基点第３号から ２７０ 度 ００分 １，７４０メートルの点
点5 基点第４号から ２９９ 度 ００分 １，７５０メートルの点
点6 基点第４号から ５ 度 ００分 １，８６０メートルの点
点7 基点第５号から ２７０ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点8 基点第６号から ２４１ 度 ００分 １，６５０メートルの点
点9 基点第７号から ２７０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点10 基点第８号から ２８６ 度 １５分 １，５５０メートルの点
点11 基点第８号から ３２６ 度 ４５分 １，７５０メートルの点
点12 基点第８号から ３３ 度 １５分 １，７５０メートルの点
点13 基点第９号から ２４ 度 ００分 １，０２０メートルの点
点14 点15から １２２ 度 ００分 ２００メートルの点
点15 点16から ３６ 度 ００分 １６０メートルの点
点16 点17から １４１ 度 ００分 １４０メートルの点
点17 点18から ５２度 ００分 ２２０メートルの点
点18 点19から ３２１度 ００分 ２００メートルの点
点19 基点第９号から ６７度 ４０分 ３５メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
ちか・しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）かすべ刺し網漁業は、12月１日から翌年５月31日までの間におい
　ては、西稚内港北島堤港灯中心点から正西の線以北の海域で操業して
　はならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
46号

稚内漁業協同組合 稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 稚内港北防波堤灯台
（北緯  ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒） から １５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの
点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 声問～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１４（国土地理院三角点 声問～）から８６度１５分 ４００．００メート
ルの点
基点第4号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １度１０分２２．４３秒 １，１５３．４６１メートル
点2 点１から ４０ 度 ００分 ５３０メートルの点
点3 基点第２号から ２６３ 度 ３０分 １，６５０メートルの点
点4 基点第２号から ３２２ 度 ００分 １，５５０メートルの点
点5 基点第２号から ０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点6 基点第３号から １２ 度 ３０分 １，５８０メートルの点
点7 基点第４号から ３３３ 度 ３０分 １，５００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
ちか・しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる・そい刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市（大字宗谷村及び宗谷岬
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）かすべ刺し網漁業は、12月１日から翌年５月31日までの間におい
　ては、西稚内港北島堤港灯中心点から正西の線以北の海域で操業して
　はならない。

宗海共第
47号

稚内漁業協同組合、宗
谷漁業協同組合

稚内市地先 第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

稚内市

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）かすべ刺し網漁業は、12月１日から翌年５月31日までの間におい
　ては、西稚内港北島堤港灯中心点から正西の線以北の海域で操業して
　はならない。
（４）かれい刺し網漁業、ひらめ刺し網漁業、にしん刺し網漁業及びほ
　っけ刺し網漁業は、１月１日から２月末日までの間においては、国が
　定める沖合底びき網漁業の禁止区域内で操業しなければならない。

次の点１、点２、点３、点４、点５、点２９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点
３９及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１
１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点
２６、点２７、点２８、点２９及び点５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 夕来
基点第3号 国土地理院三角点 目目内
基点第4号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ８～）
基点第8号 稚内灯台
（北緯 ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第9号 稚内港北防波堤灯台
（北緯 ４５度２４分５４．２１秒 東経１４１度４１分４６．９６秒）
基点第10号 基点第９号から１５７度３１分２０秒 ２，２４０．３２メートルの点
基点第11号 北海道水産林務部図根点 No.２（国土地理院三角点 声問～）
基点第12号 北海道水産林務部図根点 No.１４（国土地理院三角点 声問～）から８６度１５分 ４００メートルの
点
基点第13号 稚内市大字声問村と大字宗谷村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 北緯 ４５度２７分４５．２６秒 東経 １４１度５２分３１．３５秒
基点第15号 北海道水産林務部図根点 No.１９（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１７～）
基点第16号 北海道水産林務部図根点 No.４３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２０～）
基点第17号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第18号 北海道水産林務部図根点 No.１８（北海道水産林務部三角点 水Ｄ２３～）
基点第19号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第20号 利尻富士町 北海道三角点 Ｉ２７
基点第21号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第22号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第23号 礼文町 北海道水産林務部図根点 No.１ （北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
点1 基点第１号から２４２度５０分の線と基点第20号から１０１度００分の線との交点
点2 基点第21号から ６５度３０分 １１，２００メートルの点
点3 基点第４号から２９９度００分の線と基点第22号から８１度３０分の線との交点
点4 基点第８号から２８６度１５分の線と基点第23号から７６度２５分の線との交点
点5 基点第８号から ０度３０分 １１，９００メートルの点
点6 基点第16号から ０度００分 ８，５００メートルの点
点7 基点第19号から ５０度００分 ２５，０００メートルの点
点8 基点第19号から ５０度００分 １，５００メートルの点
点9 基点第18号から ４１度００分 １，５００メートルの点
点10 基点第17号から ３４３度００分 ２，１００メートルの点
点11 基点第16号から ７８度００分 ２，４７０メートルの点
点12 基点第16号から ０度００分 １，５５０メートルの点
点13 基点第15号から ２度４５分 ２，９００メートルの点
点14 基点第15号から ３０７度３０分 １，５００メートルの点
点15 基点第14号から ３００度００分 ２，０００メートルの点
点16 基点第14号から ２５８度３０分 １，５００メートルの点
点17 基点第13号から ３３３度３０分 １，５００メートルの点
点18 基点第12号から １２度３０分 １，５８０メートルの点
点19 基点第11号から ０度００分 １，７００メートルの点
点20 基点第11号から ３２２度００分 １，５５０メートルの点
点21 基点第11号から ２６３度３０分 １，６５０メートルの点
点22 基点第10号から １３度０９分０１．３９秒 １,６０１．２１２メートル
点23 点22から ０度００分 １１０メートルの点
点24 点23から ２７０度００分 ９２０メートルの点
点25 点24から ３２１度００分 ２３０メートルの点
点26 点25から ３２度００分 ５２０メートルの点
点27 基点第９号から ２４度００分 １，０２０メートルの点
点28 基点第８号から ３３度１５分 １，７５０メートルの点
点29 基点第８号から ３２６度４５分 １，７５０メートルの点
点30 基点第８号から ２８６度１５分 １，５５０メートルの点
点31 基点第７号から ２７０度００分 １，７００メートルの点
点32 基点第６号から ２４１度００分 １，６５０メートルの点
点33 基点第５号から ２７０度００分 １，５５０メートルの点
点34 基点第４号から ５度００分 １，８６０メートルの点
点35 基点第４号から ２９９度００分 １，７５０メートルの点
点36 基点第３号から ２７０度００分 １，７４０メートルの点
点37 基点第２号から ２９６度３０分 １，９００メートルの点
点38 基点第１号から ３１８度５０分 ３，４００メートルの点
点39 基点第１号から ２４２度５０分 １，５００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
48号

枝幸漁業協同組合、頓
別漁業協同組合、猿払
村漁業協同組合

宗谷郡猿払村並びに枝
幸郡浜頓別町及び枝幸
町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５及び点１の
各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 恵山辺
基点第3号 猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 国土地理院多角点 No.１５１７８
基点第5号 浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１６
基点第7号 Ｘ＝  １０２２０１．０８３ Ｙ＝  ２６４２８．８８６ （１２系座標値）
基点第8号 国土地理院三角点 幌別
基点第9号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ２７
基点第10号 枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ５０ 度 ００分 ２５，０００メートルの点
点2 基点第３号から ４７ 度 ３０分 ２５，０００メートルの点
点3 基点第５号から ４５ 度 ００分 ２５，０００メートルの点
点4 基点第10号から ４３ 度 ３０分 ２５，０００メートルの点
点5 基点第10号から ４３ 度 ３０分 １，６００メートルの点
点6 基点第９号から ２０ 度 ３０分 １，７３０メートルの点
点7 基点第８号から ５２ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点8 基点第７号から ７８ 度 ００分 ２，１６０メートルの点
点9 基点第６号から ８０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点10 基点第５号から ４５ 度 ００分 １，６００メートルの点
点11 基点第５号から ４５ 度 ００分 １，２００メートルの点
点12 基点第４号から ３７ 度 ００分 １，３００メートルの点
点13 基点第３号から ４７ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点14 基点第２号から ８ 度 ３０分 １，８００メートルの点
点15 基点第１号から ５０ 度 ００分 １，２００メートルの点

第二種共同漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業

６月１日から11月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

猿払村、浜頓別町及び枝幸町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）かれい刺し網漁業及びにしん刺し網漁業は、１月１日から２月末
　日までの間においては、国が定める沖合底びき網漁業の禁止区域内で
　操業しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

宗海共第
49号

利尻漁業協同組合、香
深漁業協同組合、船泊
漁業協同組合

礼文郡礼文町並びに利
尻郡利尻町及び利尻富
士町地先

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・めばる・そい刺し網漁業

９月１日から翌年６月20日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

礼文町、利尻町及び利尻富士町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速
　やかに海中に戻さなければならない。
イ　カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ
　及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
ウ　特定水産動物が採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければ
　ならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用す
　る漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

次の点１、点２、点３、点４、点１１、点１２及び点１の各点を順次に結んだ線と点１３、点１４、点１５、点１６、点
１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９及び点１３の各点
を順次に結んだ線並びに点１１、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０及び点１１の各点を順次に結んだ線
と点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３ ６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４１、点４２、点４３、点４
４、点４５及び点３０の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ２から３３６度３０分 １９０メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１（北海道水産林務部三角点 水Ｔ９～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１０
基点第5号 礼文町大字船泊村と大字香深村の境界線と最大高潮時東海岸線との交点
基点第6号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１３
基点第7号 北海道水産林務部図根点 No.４ （北海道水産林務部三角点 水Ｔ１４～）
基点第8号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１５
基点第9号 礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時西海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１８
基点第11号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ８
基点第12号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ５
基点第13号 利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 北海道水産林務部図根点 No.９（国土地理院三角点 於頓泊～）から３２９度２９分 １１１．６０
メートルの点
基点第15号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道三角点 Ｉ１２～）から３４８度２６分 １０７．００メートルの
点
基点第16号 利尻富士町鴛泊と鬼脇の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第17号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ４
基点第18号 北海道三角点 Ｉ２７
基点第19号 北海道水産林務部図根点 No.６ （北海道三角点 Ｉ１９～）
基点第20号 利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第21号 北海道水産林務部図根点 No.２ （国土地理院三角点 仙法志～）から２０４度００分 １８４メート
ルの点
基点第22号 北海道三角点 補６
基点第23号 利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第24号 国土地理院三角点 沓形
基点第25号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ１
基点第26号 北海道水産部林務図根点 No.１６（北海道水産林務部三角点 水Ｔ１～）
基点第27号 稚内灯台
（北緯  ４５度２６分５８．２３秒 東経 １４１度３８分４２．５７秒）
基点第28号 国土地理院三角点 抜海岬
基点第29号 豊富町と稚内市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第30号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９５ 度 ００分 １７，５００メートルの点
点2 基点第２号から ３５７ 度 ４５分 ６，０８０メートルの点
点3 基点第３号から７６度２５分の線と基点第27号から２８６度１５分の線との交点
点4 基点第５号から８１度３０分の線と基点第28号から２９９度００分の線との交点
点5 基点第16号から ６５ 度 ３０分 １１，２００メートルの点
点6 基点第18号から１０１度００分の線と基点第29号から２４２度５０分の線との交点
点7 基点第30号から ２６１ 度 ３０分 １９，２００メートルの点
点8 基点第20号から １５７ 度 １５分 １３，５００メートルの点
点9 基点第23号から ２０２ 度 ００分 ２３，０００メートルの点
点10 基点第23号から ２１３ 度 ３０分 １９，０００メートルの点
点11 基点第７号から ２０６ 度 １０分 １５，７００メートルの点
点12 基点第９号から ２３３ 度 ００分 １０，８００メートルの点
点13 基点第２号から ３３８ 度 ００分 ４，８００メートルの点
点14 基点第２号から １０ 度 ３０分 ４，７００メートルの点
点15 基点第３号から ２４７ 度 ００分 ２，５００メートルの点
点16 基点第３号から ３５７ 度 ３０分 ４，５００メートルの点
点17 基点第３号から ４１ 度 ００分 ５，７００メートルの点
点18 基点第３号から ７５ 度 ００分 ２，４００メートルの点
点19 基点第４号から ９０ 度 ００分 １，７００メートルの点
点20 基点第５号から １０２ 度 １５分 １，５００メートルの点
点21 基点第６号から １１８ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点22 基点第７号から １３９ 度 ００分 １，８００メートルの点
点23 基点第８号から １８０ 度 ００分 ２，６００メートルの点
点24 基点第８号から ２５２ 度 ３０分 １，６００メートルの点
点25 基点第９号から ２３３ 度 ００分 １，５００メートルの点
点26 基点第10号から ２５２ 度 ００分 １，３００メートルの点
点27 基点第11号から ２４８ 度 ００分 １，７００メートルの点
点28 基点第12号から １７６ 度 ００分 １，６５０メートルの点
点29 基点第12号から ２３８ 度 ３０分 １，３００メートルの点
点30 基点第13号から ３２２ 度 ３０分 １，５００メートルの点
点31 基点第14号から ３３６度 ００分 １，５００メートルの点
点32 基点第14号から ２９度 ００分 １，６００メートルの点
点33 基点第15号から ４３度 ３０分 １，７００メートルの点
点34 基点第16号から ６５度 ３０分 １，５００メートルの点
点35 基点第17号から ９０度 ００分 １，７００メートルの点
点36 基点第18号から ９４度 ３０分 １，８００メートルの点
点37 基点第19号から １３９度 ３０分 １，５００メートルの点
点38 基点第20号から １５７度 １５分 １，５００メートルの点
点39 基点第20号から ２０１度 ００分 ２，１００メートルの点
点40 基点第21号から ２１７度 ００分 １，６００メートルの点
点41 基点第22号から ２２１度 ００分 １，７００メートルの点
点42 基点第23号から ２１３度 ３０分 １，５００メートルの点
点43 基点第24号から ２２４度 ００分 ２，１５０メートルの点
点44 基点第25号から ２７０度 ００分 １，８２０メートルの点
点45 基点第26号から ２７６度 ００分 １，６００メートルの点


